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先週の復習
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建物の一生 ＝建築生産

企画 発注者：建物を建てる人 (施主、建築主）

↓

設計 設計者：設計事務所、会社内設計部

↓

工事実施 施工者：ゼネコン、工務店、

↓ ハウスメーカー

↓ →この内容は建築施工と呼ばれる
↓

維持管理
↓

解体
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建設業の生産構造

設計・監理契約

工事契約 工事監理

元請け業者

協力業者

協力業者

協力業者 協力業者

発注＆管理

現場施工部分

下請け業者

設計者発注者

施工者
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設計から着工まで

設計：基本設計－企画を具体化した図面
↓ ：実施設計－法の規定、施工に必要な情報
↓ を含めた図面
↓

確認申請：建築主事に提出し確認済証を受ける
↓

施工者選定：見積り・入札
↓ 施工者の決定・請負契約
↓

着工準備：作業所長の任命、工程表の作成
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着工：工事実施
仮設工事：測量、仮設建物、足場

↓

地下工事：山留め、杭打ち、土工事、地下躯体
↓

躯体工事：木造、ＲＣ造、Ｓ造、ＳＲＣ造
↓ 木工事
↓ 鉄筋、型枠、コンクリート工事
↓ 鉄骨工事
↓ 

仕上工事：外装工事、内装工事、設備工事
防水工事、石工事、タイル工事
左官工事、ガラス工事、塗装工事
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竣工後から解体まで

竣工：工事完了検査、消防検査
↓

引渡し：建築主へ所有権の移転

建物使用中・・・

維持管理：保守、保全、修繕
耐震改修工事、設備改修工事
コンバージョン

解体工事：圧砕機、切断
廃棄物処理
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建築士とは？

建築士：建物の設計・監理を行える国家資格

管理：施工者が自らの計画を実行
＝現場監督が行う内容

設計：設計書を作成する業務

監理：工事が設計書通りに
行われているか確認する業務
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研究実験棟IIIの標識
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建築計画の概要
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現場標識
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名城大学正門工事
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現場の生産構造
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各会社の内容



建築工法
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建築学科 平岩 陸

第3回設計から着工まで1
企画･設計・契約
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建物の一生 ＝建築生産

企画 施主、建築主：建物を建てる人

↓

設計 設計者：設計事務所、会社内設計部

↓

工事実施 施工者：ゼネコン、工務店、

↓ ハウスメーカー

↓ →基本的にはここの内容が建築施工
↓

維持管理
↓

解体
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設計から着工まで

設計：基本設計－企画を具体化した図面
↓ ：実施設計－法の規定、施工に必要な情報
↓ を含めた図面
↓

確認申請：建築主事に提出し確認済証を受ける
↓

施工者選定：見積り・入札
↓ 施工者の決定・請負契約
↓

着工準備：作業所長の任命、工程表の作成
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設計の前に・・・

企画：建築主が建物を作ろうと考える

しかし、
どのような建物を作れば良いかわからない

→建築士、コンサルタント、建設業者に相談
→必要な規模、部屋、配置の設定をする

コンストラクション･マネージメント(CM)
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設計の流れ

企画設計：施主からの要望を表した図面
簡単な平面、立面図

基本設計：企画設計をより具体化した図面
平面、立面、断面図、仕上げ表など

↓
↓
↓
実施設計：施工に必要な情報を含めた図面

意匠･構造･設備の各図面

施主の承認の後
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企画・基本設計図面例
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実施設計図面例
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実施設計図面例2
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生産設計図・施工図面例：施工者
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各建築士の設計範囲
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確認申請

設計図書の確認を受ける

・建築主事
・指定確認検査機関

に提出

「確認済証」の交付→着工が可能になる

工事途中には・・：中間検査
完成後に：完了検査

→「検査済証」の交付
→建物の使用が可能
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積算

建築物の設計コスト予測

概略積算：企画設計～基本設計段階

詳細積算：実施設計段階

数量積算：工事に必要な材料･工賃の拾い出し

見積り：数量に単価をかけて算出
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工事費の構成

工事費
消費税等

工事価格

一般管理費等

現場管理費

純工事費

諸経費

共通仮設費

直接工事費

共通費

工事原価

純工事費

一般管理費等

現場管理費
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工事の発注形式

・設計･施工分離発注

・施工分離発注
専門工事別：建築一式、設備工事
工区別：大規模工事などでの範囲別

・設計･施工一括発注

発注者 発注
設計者

施工者

発注者 設計者＆施工者
発注

発注者 発注
建築工事一式

設備工事
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施工業者の選定方法－通常

一般競争入札：誰でも応札できる入札形式

公募型指名競争入札：希望する施工者を公募
指名競争入札：工事規模に応じて業者を指名

→その後競争入札

：最低価格の入札業者に決定する

特命随意契約：直接指名

見積り合せ：請負業者の見積りの比較による
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施工業者の選定方法－近年

PFI方式：
公共工事において、民間の資金や能力を活用し
て行う方式

総合評価落札方式：
「価格」と「価格以外の要素」を元に判断する方式
特に技術的な要素を加味

CM方式：
コンストラクションマネージャー(CM)が間に立って
工事全体を統括する方式
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入札の順序

施主

設計図書交付

現場説明会
（現場説明書
質疑回答書）

質疑応答

入札受付

開札

落札・契約

建築業者

積算
価格決定
入札書提出

OK

NG          再入札
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請負契約

発注者と請負業者の間の契約

工事請負契約書類

・請負契約書

・工事請負契約約款
：契約時の約束事を定めたもの

・設計図書一式（共通仕様書は除く）
設計図、特記仕様書、
現場説明書、質疑応答書
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請負契約書の内容

1.注文者・請負者名
2.工事名称
3.添付した請負契約約款、

設計図、仕様書などの冊数
4.工事場所
5.着手、完成の日時
6.請負代金の額
7.請負代金の支払いの時期と方法
8.工事監理者
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請負契約書の例1
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請負契約書の例2

監理者：建築士
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工事請負契約約款

官公庁：建設工事標準請負契約約款

民間工事：旧四会連合協定の工事請負契約約款
日本建築学会、日本建築家協会
日本建築協会、全国建設業協会
日本建築士会連合会、
日本建築士事務所協会連合会

工事を請け負う際の約束事を定めたもの
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約款の主な項目

・一括委任、一括下請の禁止（丸投げの禁止）

・契約による権利または義務の第三者譲渡禁止

・第三者への損害は請負者が損害を補償

・天災等の場合は発注者が負担

・瑕疵担保責任
木造：1年
石造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造：2年
請負者の故意または重大な過失の場合

それぞれ5年と10年に延長
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設計図書とその優先順位

標準仕様書：一般には日本建築学会のもの

設計図：施工者への伝達
確認機関への許認可申請用
意匠図、構造図、構造計算書、設備図など

特記仕様書：工事特有の補足事項を追記説明したもの

見積要項書
現場説明書：入札に先立つ現場説明会時の書類
質疑回答書：見積り上の質疑応答をまとめた書類

（契約前質問回答書）

こっちが重要



38

入札の順序

施主

設計図書交付

現場説明会
（現場説明書
質疑回答書）

質疑応答

入札受付

開札

落札・契約

建築業者

積算
価格決定
入札書提出

OK

NG          再入札
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施工2

工事請負契約に関する次の記述のうち、最も不適当
なものはどれか。

１．請負者は、発注者の承諾なしに、請負った工事
を一括して第三者に請負わせた。

２．監理技術者が、現場代理人を兼任した。
３．主任技術者の氏名及び資格を、工事請負契約書

に記載しなかった。
４．工事の着手の時期及び工事完成の時期を、工事

請負契約書に記載した。
５．契約に関する紛争の解決方法を、工事請負契約

書に記載した。


